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令和 8 年度 

償却資産（固定資産税）申告の手引き 

北　広　島　町 

 

町税につきましては、日頃よりご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産（事業用資産）にも課税されます。 

　　　　償却資産を所有されている方は、毎年１月１日現在の所有状況について必要な事項を、その資産が 

所在する市町村に申告する義務があります。（地方税法第 383 条） 

　　　　この手引きをご参照のうえ、期限までに提出してくださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期限：令和８年２月２日（月） 

◇初めて申告される場合は、全資産の名称・取得価格・取得日等を必ず記載してください。 

◇「前年と変更がない」場合は、申告書の備考欄に「増減なし」と記載し申告してください。 

◇「該当資産がない」場合や、「廃業」「解散」「休業」「町外移転」「合併」等などの異動があった場

合は、申告書の備考欄にその旨を記載し申告してください。 

◇申告書を郵送により提出される方で控え（受付印押印済）の返送が必要な場合は、返信用封筒（切手

貼）を同封してください。 
◇申告書は窓口にご提出いただく方法のほか、郵送、地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）に

よるインターネットでの申告を推奨します。(詳しくは P.10 をご確認ください)

●申告書の提出・お問い合せ先 
 

　　〒731-1595　広島県山県郡北広島町有田 1234 

　　　　北広島町役場　税務課　資産係　（本庁１階） 

　　　　電話　0826-72-7351（直通） 
 

※申告書は各支所住民係にもご提出いただけます。

◆◆申告の際のお願い◆◆ 

Ⅰ　償却資産について・・・・・・・・・・・２～５ページ 

Ⅱ　償却資産の申告について・・・・・・・・６～９ページ 

Ⅲ　その他・注意事項・・・・・・・・・・・10 ページ
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Ⅰ　償却資産について 

１　償却資産とは 

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又

は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものを償却資産といいます。 

 

　２　資産の種類と主な償却資産 

　 

３　業種別の償却資産具体例 

 

４　償却資産の課税対象となる車両 

　　フォークリフト等の大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。ナンバープレートの

分類番号が「９」「９０～９９及び９００～９９９」、農耕作業用の自動車で最高時速が毎時３５㎞以上のものが課税対

象になります。ただし、自動車税、軽自動車税(小型特殊自動車等)の対象になる乗用車・トラック等は除きます。　 

小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税の課税対象になり、ナンバー

プレートの交付申請手続きが必要です。ナンバープレートが付いていないものをお持ちであれば、税務課所得係

または各支所住民係の窓口で申告し、交付を受けてください。 

 

 

 
資産の種類 主な償却資産の内容

  

１

 

構築物

舗装路面(駐車場等)、緑地施設、塀、外灯、ゴミ置き場、その他

 建物付属設備 賃借人が施工した内装・造作、その他

 構築物 固定資産税で家屋として評価されない建物（例：自転車置場等）

 
２ 機械及び装置

製造機械設備、ブルドーザー・クレーン等の建設機械、 

太陽光発電装置、その他

 ３ 船舶 漁船、ヨット、水上バイク、その他

 ４ 航空機 飛行機、ヘリコプター、その他

 ５ 車両及び運搬具 フォークリフト等の構内運搬車両、大型特殊自動車、その他

 ６ 工具、器具及び備品 パソコン等の事務機器類、工具類、ルームエアコン、看板、その他

 業種 主な償却資産の内容　（）内は標準的な耐用年数

 
共通

事務机・事務いす(15)、応接セット(8)、エアコン(6)、パソコン(4)、テレビ

(5)、空気洗浄機(6)、コピー機(5)、その他

 
飲食業

テーブル・椅子(5)、厨房用具(5)、冷蔵庫(6)、冷凍庫(6)、カラオケ一式

(5)、その他

 理容業・美容業 理・美容椅子(5)、パーマ機(5)、消毒殺菌機(5)、サインポール(3)、その他

 小売業 陳列ケース(6 または 8)、レジ(5)、冷蔵庫(6)、その他

 医業 調剤機器(6)、レントゲン機器(6)、手術機器(5)、その他

 
不動産貸付業

コンクリート造の塀(15)、金属フェンス(10)、舗装路面(15 または 10)、植木

など(20)、太陽光発電設備(17)、屋外の給排水・ガス設備(15)、その他

 農業 ビニールハウス(14)、農機具(トラクター(7)など）、その他
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５　家屋と償却資産の区分 

　　固定資産税における取扱いでは、家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める建物

付属設備については、償却資産ではなく家屋に含まれて課税されます。 

一方、家屋から独立した設備（受変電設備など）、特定の業務に使用される設備（飲食店の厨房設備など）、容易

に移動・取り外しできる設備（ルームエアコンなど）、屋外に設置されている設備は償却資産に分類されます。 

申告書作成の際は下表を参考にしていただき、不明な点がございましたら、税務課資産係までご連絡ください。 

 

〈建物付属設備の家屋と償却資産の主な区分表〉 

 

 
設備等の 
種類

設備等の分類 設備等の内容
区分

 家屋
償却 
資産

 建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式 〇

 

電気設備

受変電設備 設備一式 ◎

 予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等 ◎

 中央監視設備 設備一式 ◎

 電灯コンセント設備、 
照明器具設備

屋外設備一式、非常用照明器具 ◎

 屋内設備一式 〇

 電力引込設備 引込工事 ◎

 動力配線設備
特定の生産又は業務用設備 ◎

 上記以外の設備 〇

 電話設備
電話機、交換機等の機器 ◎

 配管・配線、端子盤等 〇

 LAN 設備 設備一式 ◎

 放送・拡声設備
マイク、スピーカー、アンプ等の機器 ◎

 配管・配線等 〇

 インターホン設備 集合玄関等、親機・子機等 〇

 監視カメラ(ITV)設

備

受像機（テレビ）、カメラ、録画装置等の機器 ◎

 配管・配線等 〇

 避雷設備 設備一式 〇

 火災報知設備 設備一式 〇

 盗難非常通報設備 設備一式 〇

 

給排水 
衛生設備

給排水設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ◎

 配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等 〇

 
給湯設備

局所式給湯設備（電気温水器・湯沸器用） ◎

 局所式給湯設備（ユニットバス用、床暖房用等） 
中央式給湯設備

〇

 ガス設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ◎

 屋内の配管等 〇

 衛生設備 設備一式（洗面器、大小便器等） 〇

 消火設備
消化器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等 ◎

 消火栓設備、スプリンクラー設備等 〇

 
空調設備

空調設備
ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用設備 ◎

 上記以外の設備 〇

 換気設備
特定の生産又は業務用設備 ◎

 上記以外の設備 〇

 

その他の 
設備等

運搬設備
工場用ベルトコンベア ◎

 エレベータ、エスカレーター、小荷物専用昇降機等 〇

 厨房設備
顧客の求めに応じるサービス設備（飲食店・ホテル・百貨店

等）、寮・病院・社員食堂等の厨房設備等
◎

 洗濯設備
洗濯機・脱水機・乾燥機等の機器、顧客の求めに応じるサー

ビス設備（ホテル等）、寮・病院等の洗濯設備
◎

 
その他の設備

冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、ろ過装置、POS システ

ム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、袖看板、簡易間仕切

（衝立）、機械式駐車設備（ターンテーブルを含む）、駐輪設

備、ゴミ処理設備、メールボックス、カーテン・ブラインド等

◎

 外構工事 外構工事 工事一式（門、塀、緑化施設等） ◎
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６　申告の対象となる資産 

　 令和８年 1月 1 日現在において、北広島町内にある事業の用に供する資産の申告が必要になります。 

　　 ◎次に掲げる資産も事業の用に供することができる資産であれば申告する必要があります。 

　　　　　・建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産） 

　　　　　・租税特別措置法の規定を適用し、中小企業者等が取得価額 30 万円未満の減価償却資産を即時償却

しているもの 

　　　　  ・決算期以後 1月 1 日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産 

　　　  　・償却済資産（減価償却が終わった資産） 

　　　　  ・遊休資産・未稼働資産 

　　　  　・改良費（税務会計上の資本的支出に該当するもの。新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取

り扱います。） 

　　　  　・家屋に施した建設設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの 

　　　  　・取得価額が 20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの 

　　　　  ・リース資産であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産 

 

７　申告の対象にならない資産 

　　 次の資産は申告の対象とならないので、申告の必要はありません。 

　　　    ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの（例：小型フォークリフト） 

　　    　・無形固定資産（例：ソフトウェア、特許権、実用新案権等） 

　　    　・繰延資産 

　　    　・取得価格が２０万円未満の償却資産を、税務会計上３年間で一括償却しているもの 

　　　    ・法人税法第６４条の２第１項・所得税法第６７条の２第１項に規定するリース資産で取得価格が 20万円未

満のもの 

　　    　・耐用年数が 1年未満または取得価額が１０万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しない

もの 

 

８　償却方法と取得価格による申告対象一覧 

　　※個人事業者の場合、取得価額 10 万円未満の資産はすべて必要経費となるため、3 年一括償却や個別に減　　　　 

価償却することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 取得価額 

償却方法
10万円未満

10万円以上 

20 万円未満

20 万円以上 

30万円未満
30 万円以上

 個別減価償却 〇 〇 〇 〇

 中小企業特例 〇 〇

 一時損金算入 ×

 3年一括償却 × ×
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９　取得価額における消費税の取り扱い 

　　※原則として国税の取り扱いに準じます。 

１０　国税との相違点 

　　償却資産に対する課税について、国税と比較すると次のとおりです。 

 

　　 

 

 

 

 

 

 
事業者の区分

法人税又は所得税における固定資産の取

得に係る取引の経理方式

償却資産申告の取得価額における消費税

の取り扱い

 免税業者 税込経理方式 取得価額に含める

 
課税業者

税抜経理方式 取得価額に含めない

 税込経理方式 取得価額に含める

 項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い

 償却計算の期間 賦課期日（1 月 1 日） 事業年度

 

減価（償却）の方法

原則として定率法を適用 

 

（固定資産評価基準に定められた原価

率を用いる） 

 

※法人税法等の旧定率法で用いる原

価率と同様

定額法、定率法等の選択制 

※平成 10 年 4月以後に取得した建物、

平成 28 年 4月以後に取得した附属

設備、構築物は旧定額法又は定額法 

※平成 19 年 4月 1 日以後に取得した

資産は、定額法、定率法を適用 

※平成 19 年３月 31 日以前に取得した

資産は旧定額法、旧定率法を適用

 前年中の新規取得資産 半年償却（１／２） 月割償却

 圧縮記帳の制度 認められません。 認められます。

 特別償却・割増償却 認められません。 認められます。

 増加償却 認められます。 認められます。

 評価額の最低限度 取得価格の５／１００ 備忘価格（1 円）まで

 中小企業者等の少額資産の

損金算入の特例（租税特別

措置法）

金額に関わらず、認められません。 認められます。
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Ⅱ　償却資産の申告について 

　１　申告の方法及び提出書類 

　　(1)前年度までに申告のあった方 

　　 
(2)今年度初めて申告をされる方 

　　 
(3)事業の廃止等をされた方 

　　　　廃業、解散、休業、町外移転、合併等などの異動があった場合は、申告書の右下備考欄にその旨を記載し申

告してください。　 
　 
　　(4)修正申告をされる方 

　　　　申告した内容に誤りがあることが判明した場合、速やかに修正申告書を提出してください。 

　　　　なお、過年度の修正申告書を提出する場合は、年度ごとに修正申告書を提出してください。また、過年度に 

おいて申告すべき資産を申告される場合は、種類別明細書の摘要欄に「申告漏れ」と記入してください。 
 

　　(5)番号法に定める本人確認の実施 

　　　　個人番号を記載した申告書を提出していただく際に、番号法に定める本人確認（番号確認、身元確認及び代

理者確認）を行いますので、以下の本人確認書類をお持ちください。 

　　　　代理人による提出や郵送の場合は写しを添付してください。なお、法人番号を記載した申告書を提出してい

ただく場合や、eLTAX（電子申告）による申告の場合には、本人確認資料の提示・添付は不要です。 

なお、マイナンバーの記載がない場合や、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合であって

も、申告書は有効なものとして受理いたします。 

　①本人が申告書を提出する場合 

 
②代理人が申告書を提出する場合 

 

 

 
申告の内容 申告書

種類別明細書

記入の仕方  増加資産・ 
全資産用

減少資産用

 
資産増減のない方 〇 × ×

申告書の右下備考欄に「増減な

し」と記入してください。

 増加資産のある方 〇 〇 ×
明細書（緑色）に、増加した資産を

記入してください。

 減少資産のある方 〇 × 〇
明細書（赤色）に、減少した資産を

記入してください。

 
申告の内容 申告書

種類別明細書 
（増加資産・全資産用）

記入の仕方

 申告する資産がある方 〇 〇 全資産を記入してください。

 申告する資産がない方 〇 ×
申告書の右下備考欄に「該当資産

なし」と記入してください。

 番号確認資料　A 身元確認資料　B

 ・個人番号カード（裏面） 

・通知カード（氏名、住所等が住民票に記載されて

いる事項と一致しているもののみ） 

・住民票（個人番号付き）　等

・個人番号カード（表面） 

・運転免許証 

・旅券（パスポート）　等

 番号確認資料 Aと身元確認資料 Bから、それぞれ１種類を提出してください。

 本人の番号確認資料　A 代理人の身元確認資料　B 代理権確認資料　C

 ・本人の個人番号カード（裏面） 

・本人の通知カード（氏名、住所

等が住民票に記載されている

事項と一致しているもののみ） 

・本人の住民票（個人番号付き）　

等

・代理人の個人番号カード（表

面） 

・代理人の運転免許証 

・代理人の旅券（パスポート）　

等

・税務代理権限証書 

・委任状　等

 本人の番号確認資料 Aと代理人の身元確認資料 Bと代理権確認資料 Cから、それぞれ１種類を提出し

てください。
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２　非課税・課税標準の特例 

(1)非課税となる資産 

　　　地方税法第 348条及び同法附則第 14 条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、非課税の扱

いとなり、固定資産税が課税されません。このような資産をお持ちの方は、申請及び添付書類が必要です。（申

請書は北広島町のホームページからダウンロードできます。） 

(2)課税標準の特例が適用される償却資産 

　　　地方税法第 349条の 3及び同法附則第 15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特

例が適用され固定資産税が軽減されます。このような資産をお持ちの方は、申請及び添付書類が必要です。（申

請書は北広島町のホームページからダウンロードできます。） 

　【課税標準の特例の対象となる償却資産の例】（一部抜粋） 

　　　＊1　令和６年 4月１日以降に取得した太陽光発電設備について一部取り扱いの変更があります。詳しくは　　　　　 

税務課資産係までお問い合わせください。 

 

３　再生可能エネルギー発電設備（太陽光発電設備等） 
　　　家屋の屋根や土地等に太陽光発電設備等を設置して事業の用に供する場合には、その設備一式が固定資産 

税の対象となり申告が必要です。償却資産に該当する設備を所有されている方は申告をしてください。 

　　　なお、家屋に一体の建材（屋根材等）として太陽光パネルが設置されている場合は家屋の一部として評価する       

ため、申告は不要です。その他の発電設備（接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット及び電力計等）

のみ申告が必要です。 

 
特例対象資産

地方税法根拠規定
特例率 適用期間

 条 項　号

 
ガス事業用資産 法第 349 条の３第 2 項

1/3 最初の５年間

 2/3 その後５年間

 公共の危害防止施設等 
（汚水又は廃液の処理施設）

法附則 
第 15 条

第２項第１号 1/2 期限なし

 公共の危害防止施設等 
（ごみ処理施設）

第２項第２号 1/2 期限なし

 公共の危害防止施設等 
（一般廃棄物の最終処分場）

第２項第３号 2/3 期限なし

 公共の危害防止施設等 
（産業廃棄物処理施設）

第２項第４号 1/3 期限なし

 公共の危害防止施設等 
(下水道除害施設)

R4.4.1以降に
取得

第２項第５号 3/4 期限なし

 太陽光発電設備　＊1 
（自家消費型発電設備） 
※固定価格買取制度の認
定を受けたものは対象外

1000kW 未満 第２５項１号 2/3 ３年間

 
1000kW 以上 第２５項３号 3/4 ３年間

 
水力発電設備 5000kW 未満 第２５項４号 1/2 ３年間

 

中小事業者が取得した 
先端設備など

R5.4．1～ 
R７．３．３１に取得

旧第４４項

1/2 ３年間(賃上表明なし)

 
1/3

５年間または４年間 
（賃上表明あり）

 
R7.4．1～ 
R9．３．３１に取得

第４3 項

1/2 ３年間(1.5％賃上表明あり)

 
1/4 ５年間（3％賃上げ表明あり）

 
設置者

10kW 以上の発電設備 
（余剰売電・全量売電）

10kW 未満の発電設備 
（余剰売電）

自家消費型

 
個人（住宅用）

事業用資産となりますの
で、課税の対象となり、申告
が必要です。

事業用資産とはなりませんので、課税の対象にはなりませ
ん。

 個人（事業用）
個人であっても事業用資産である場合は、発電出力量や全量売電・余剰売電・自家消費型
にかかわらず課税の対象になり、申告が必要です。

 法人
事業用資産となりますので、発電出力量や全量売電・余剰売電・自家消費型にかかわらず
課税の対象になり、申告が必要です。
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４　記入例 
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●評価額の計算方法 

　　　(1)前年中に取得したもの 

　　　　　取得価額×前年中取得のものの減価残存率＝評価額 

　　　(2)前年前に取得したもの 

　　　　　前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率＝評価額 

【減価残存率表】 

 
耐用 

年数
減価率

減価残存率

耐用 

年数
減価率

減価残存率

耐用 

年数
減価率

減価残存率

 
前年中 

取得

前年前 

取得

前年中 

取得

前年前 

取得

前年中 

取得

前年前 

取得

 ２ ０．６８４ ０．６５８ ０．３１６ １１ ０．１８９ ０．９０５ ０．８１１ ２０ ０．１０９ ０．９４５ ０．８９１

 ３ ０．５３６ ０．７３２ ０．４６４ １２ ０．１７５ ０．９１２ ０．８２５ ２１ ０．１０４ ０．９４８ ０．８９６

 ４ ０．４３８ ０．７８１ ０．５６２ １３ ０．１６２ ０．９１９ ０．８３８ ２２ ０．０９９ ０．９５０ ０．９０１

 ５ ０．３６９ ０．８１５ ０．６３１ １４ ０．１５２ ０．９２４ ０．８４８ ２３ ０．０９５ ０．９５２ ０．９０５

 ６ ０．３１９ ０．８４０ ０．６８１ １５ ０．１４２ ０．９２９ ０．８５８ ２４ ０．０９２ ０．９５４ ０．９０８

 ７ ０．２８０ ０．８６０ ０．７２０ １６ ０．１３４ ０．９３３ ０．８６６ ２５ ０．０８８ ０．９５６ ０．９１２

 ８ ０．２５０ ０．８７５ ０．７５０ １７ ０．１２７ ０．９３６ ０．８７３ ３０ ０．０７４ ０．９６３ ０．９２６

 ９ ０．２２６ ０．８８７ ０．７７４ １８ ０．１２０ ０．９４０ ０．８８０ ３５ ０．０６４ ０．９６８ ０．９３６

 １０ ０．２０６ ０．８９７ ０．７９４ １９ ０．１１４ ０．９４３ ０．８８６ ５０ ０．０４５ ０．９７７ ０．９５５

評価額が取得価格の 5％になるまで償

却します。評価額が取得価格の5％未満

になる場合は、5％でとどめます。
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Ⅲ　その他・注意事項 

１　実地調査について 

　　　申告の内容が適正であることを確認するために、地方税法第 353 条及び第 408 条の規定により、実地調査を

行うことがあります。適正な課税を行うための調査にご協力ください。 

実地調査により、申告内容の修正をお願いすることがありますのであらかじめご了承ください。なお、検査拒

否にあたる場合には、地方税法第 354 条の規定により、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金を科されること

があります。 
 

２　国税資料の閲覧 

　　　北広島町では、地方税法第 354 条の２の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行って

います。閲覧した書類の内容と、北広島町への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含めて個別に

確認させていただきますのでご協力をお願いします。なお、調査の結果により賦課決定を行う場合もありますの

であらかじめご了承ください。 
 

３　みなし課税 

　　　申告がない場合においても、過去の申告内容をもとに償却資産を所有していると、みなし課税することがあり

ます。なお、みなし課税は、あくまで所有状況を推定するものであり、申告があったとみなすものではありません

ので、未申告の場合は申告をお願いします。 
 

４　過年度への遡及 

　　　実地調査に伴う申告内容の修正や申告漏れ等が発覚した場合には、現年分だけではなく、資産を取得した翌

年まで遡及することになります。ただし、地方税法第 17条の５第５項により最大５年を限度とします。なお、過年度

分について追加課税となった場合には、通常の納期と異なり、一括での納付となります。 
 

５　申告義務違反に対する措置 

　　　正当な理由なく申告されなかった場合には、地方税法第 386 条及び北広島町税条例第 75 条の規定により 10

万円以下の過料が科されることがあるほか、地方税法第 368 条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収する

場合があります。また、虚偽に申告をされた場合には、地方税法第 385 条の規定により、1 年以下の懲役または

50 万円以下の罰金を科されることがあります。 

　　　なお、申告のない場合や、実地調査を拒否された場合は、国税資料等を基に推計課税をする場合があります

ので、ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください。 
　◆インターネットを利用して、自宅やオフィスなどから申告等の手続きを行うことができます。 

　◆利用届出（新規）を提出後、直ちに電子申告を利用することができます。 

　◆ＰＣｄｅｓｋで固定資産税（償却資産）申告データのＣＳＶ取り込みによる作成が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅＬＴＡＸのご利用開始・利用方法はｅＬＴＡＸヘルプデスクまでお問い合わせください。 

●ホームページ ： https://www.eltax.lta.go.jp 

●電話 ： ０５７０－０８１４５９ 

ＩＰ電話や携帯電話からは：０３－５５２１－００１９ 

 

※申告データ等の作成に係る具体的な操作方法についても、ｅＬＴＡＸヘルプデスクまで 

お問い合わせください。


